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門真市役所 
 

 

【別紙２】 

令和６年度 LGWAN 接続系端末等

機器更新（物件２）調達仕様書 



１．概要 

 マイナポータル手続支援等で使用するノートパソコン等を賃貸借するもの。 

 

２．契約期間 

 契約締結日から令和 11（2029）年９月 30 日まで 

 

３．納品期限 

 令和６（2024）年９月 30 日 

上記は現時点での想定スケジュールであり、詳細は落札者との協議のうえ、

決定する。 

 

４．賃貸借期間 

 令和６（2024）年 10 月１日から令和 11（2029）年９月 30 日まで 

 

５．調達内容 

① ノートパソコン ８台 

② IC カードリーダー ８台 

 

６．納入場所 

門真市中町１番１号 門真市企画財政部ＩＣＴ推進課 行政ＤＸグループ 

 

７．物件要求仕様 

 上記物件に要求する仕様は以下のとおり。 

※ 物件ごとに全て同一の機種を納品すること。 

 
① ノートパソコン（８台）要求仕様 

項目 要求仕様 備考 

OS Microsoft Windows11 Pro (64bit)  

CPU 
インテル🄬Core™i3-1315U、AMD Ryzen 7 

5700U 同等性能以上 
 

メモリ 8GB 以上  

ストレージ SSD 256GB(PCIe、NVMe、M.2)以上  

ディスプレイ 
13.3 型、13.3 型ワイド、14 型のいずれか 

1920×1080 ドット以上  

静電容量方式タ

ッチパネル 

サウンド機能 
内蔵スピーカー、インテル🄬ハイデフィニショ

ン・オーディオ準拠相当機能 
 

Web カメラ 内蔵、有効画素数 92 万画素以上  

光学ドライブ なし  

無線 LAN 
Wi-Fi6(2.4Gbps)対応

(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) 
 

無線 WAN LTE  

キーボード 85 キー以上、JIS 標準配列  



 

 

本体重量 1.0kg 以下  

駆動時間 バッテリー駆動時間 11 時間以上  

インターフェ

イス（USB） 

・USB Type-A（USB3.2(Gen1)以上） 

ポート数：2 ポート以上 

・USB Type-C(Power Delivery 対応。

USB3.2(Gen2)以上) 

ポート数：1 ポート以上 

・USB Type-C（USB3.2(Gen2)以上） 

ポート数：1 ポート以上 

 

インターフェ

イス 

（ディスプレ

イ） 

・HDMI 

ポート数：1 ポート以上 

・USB Type-C(DisplayPort 出力機能) 

ポート数：1 ポート以上 

 

インターフェ

イス 

（Bluetooth） 

Bluetooth Ver5.1 以上  

インターフェ

イス 

（サウンド関

連） 

ヘッドフォン／ヘッドフォンマイクジャック×

1 
 

マウス（付属

品） 

無線接続(USB Type-C 接続)、光センサー式

もしくはレーザー式 
 

AC アダプタ

（付属品）  
USB Type-C  

 

② IC カードリーダー（８台）要求仕様 

項目 要求仕様 

対応カードタイプ 
ISO7816 準拠 IC カードまたは ISO14443 準拠

TypeA/B IC カード 

読み取り可能カード 
マイナンバーカード（個人番号カード）が読み取れるこ

と 

対応 OS Windows 10/11 ※各 OS の 32bit、64bit 

外形寸法 
21mm（高さ）×93mm（横）×126mm（奥行）程

度 

重量 200g 以下 

インターフェイス 
USB2.0 Full Speed（12Mbps） 

※ USB1.1、USB3.0 でも動作すること 

電源 USB バスパワー 

その他 

地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポ

ータルサイト

（https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.ht

ml）の「マイナンバーカードに対応した IC カードリー

ダライタ一覧」に掲載されていること 

※ ノートパソコン及び IC カードリーダーの利用のために必要な設定作業や

ドライバーのインストール作業は、本市が行う。 



 

 

 

８．保守 

 納入した物件に初期不良があった場合は、交換等の対応を行うこと。また、

ノートパソコンについては、賃借人による賃貸借開始後、５年間の保守を行う

こと（５年間の保守パッケージを付けること）。保守内容については、センド

バック対応（１ヶ月以内の対応目標）とし、ハードウェアの障害対応について

は、個別の請求を生じることなく対応すること。なお、マウス及び IC カード

リーダーについては製品標準の保証期間及び保証内容とする。 

  

以上 


